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令和６年度 第６回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 令和６年９月２日（月）９時30分 ～ 10時53分 

開催場所 横浜市役所18階 みなと１・２・３会議室 

出席委員 

奥委員（会長）、菊本委員（副会長）、稲垣委員、上野委員、酒井委員、 

田中稲子委員、田中修三委員、田中伸治委員、藤井委員、藤倉委員、 

宮澤委員、横田委員 

欠席委員 片谷委員、中西委員、水嶋委員 

開催形態 公開（傍聴者６人） 

議  題 
１ 旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たなインターチェン

ジ整備事業計画段階配慮書について 

決定事項 ・令和６年度第５回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する。 

 議事 

１ 令和６年度第５回審査会の会議録の確認 

（１）会議録案の修正について事務局が説明した。 

【事 務 局 】  本日は８月７日開催の第５回審査会の会議録案について、御確認をお

願いします。修正の依頼を受けました内容はすでに反映しています。な

お、修正は語尾の修正等の軽微な内容のほか、事業者より発言の訂正が

２点ございましたので、事務局より御説明させていただきます。 

まず、１点目でございます。会議録案の４ページ中段、こちらの事業

者の発言において、計画区域の西側で「ひ素」が確認されているとの発

言がございましたが、正しくは「鉛」であるため、訂正させていただき

ます。（配慮書 2-121 ページ図 2-40 を示して）計画区域の黒い矢印の西

側の下のところに黄色く重なるところがあるかと思います。こちらで土

壌汚染としまして、「ひ素」が確認されているという発言でございまし

た。こちらは正しくは「鉛」であったということで訂正させていただき

ます。 

２点目でございますが、８ページ最下段の事業者の発言において、相

沢川の切り回しの位置として、「区画３号線」を通ると発言しておりまし

た。配慮書 1-5 ページ図 1-2 のとおり、今回の計画区域の黒い矢印、そ

こから右側に繋がる白い道路が区画３号線でございます。この図にある

茶色い破線が相沢川の切り回しのルートということになります。区画３

号線よりも北側にあります「市道五貫目第 33 号線」を通るという形でご

ざいますので、訂正させていただきます。以上でございます。 

（２）質疑、特になし 

（３）令和６年度第５回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定した。 

 

２ 議題 

（１）旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たなインターチェンジ整備事

業計画段階配慮書について 

ア （仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業における広域防災拠点の検討状況につ

いて事務局が報告した。 

【事 務 局 】 防災計画を所管する総務局に確認したところ、（仮称）旧上瀬谷通信施

設公園で検討中の広域防災拠点は、国の防災基本計画などで示されてい

る自治体の区域を超えた、国や都道府県レベルの広域防災拠点にはあた
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らないとのことです。あくまで横浜市域をカバーする中核的な受援拠点

として検討が進められているとのことです。昨年度までの（仮称）旧上

瀬谷通信施設公園における検討にあたっては、「広域防災拠点」ではなく

「広域応援活動拠点」の呼称が用いられてきていました。現在、市内の

「広域応援活動拠点」は 26 箇所が位置付けられており、（仮称）旧上瀬

谷通信施設公園にあたっては、それらと同様の防災機能を前提として検

討しているとのことです。 

なお、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園のある地域が、津波等の被害を受

けない内陸地であること、東名高速道路に近く、高い交通利便性を有し

ていることから、大規模災害時に全国から集まる消防・警察・自衛隊な

どの応援部隊を受け入れるベースキャンプ機能等を備えた、横浜市域を

カバーする中核的な受援拠点として、運用上位置付けることとし、他の

「広域応援活動拠点」と区別して市民に分かりやすくお伝えするため、

今年度より「広域防災拠点」の呼称を使用することとしたそうです。 

続けて、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業を所管する脱炭素・Ｇ

ＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ推進局に広域防災拠点について確認した内容です

が、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業の方法書以降に記載してきた

とおり、防災・減災に資する公園として、「できる限りまとまったオープ

ンスペースを確保することで、災害時には、広域応援活動拠点として防

衛省、緊急消防援助隊、警察の応援部隊が被災地で円滑に救助・救出活

動を行うための活動拠点とする」ことに変更はなく、現状、（仮称）旧上

瀬谷通信施設公園整備事業の環境影響評価に関連して、環境影響評価条

例に基づく修正届の提出が必要となる、「対象事業実施区域の位置又は形

質変更区域の位置の変更に係る事業内容の修正」はないとのことです。 

なお、総務局の説明と同様に、こうした応援部隊の受援などを行う中

核的な防災拠点の新たな整備にあたり、市民に分かりやすくお伝えする

ために、本市独自の「広域防災拠点」という呼称を用いることとなった

と聞いています。今後とも、環境影響評価書の内容を踏まえ、環境に配

慮した計画としつつ、事業を推進していくとのことです。 

以上でございます。 

イ 補足資料について事業者が説明した。 

ウ 質疑 

【奥 会 長 】 御説明どうもありがとうございました。それでは、先ほどの事務局か

らの広域防災拠点に関する報告と、そして今いただきました事業者の方

からの説明について、御質問や御意見がありましたら、お願いしたいと

思います。いかがでしょうか。挙手をしていただければ、指名をさせて

いただきます。 

藤井委員、手が挙がっていますね。どうぞお願いします。 

【藤井委員】 よろしくお願いします。いくつかあるので、先に質問を列挙させてい

ただきます。 

最初に事務局の方から説明のあった広域防災拠点についてなのですけ

れども、これが今、横浜市内に実際何箇所あるのか、別のもの（広域応

援活動拠点）は 20 何箇所という話を聞いたのですけれど、この広域防災

拠点というものが何箇所ぐらいあるのか。というのは、横浜市としてこ

ういう場所が不足しているから造らなければいけないというものなの

か、ただ土地があるからここもこういうふうに利用しようという発想な
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のか。その辺の違いを教えてほしいということが一点あります。 

続きまして、事業者の方からの御説明なのですけれども、（補足資料２

ページの）凡例がすごく分かりにくくて、要は◎が良いという、イメー

ジ的に良いということですよね。 

【事 業 者 】 そうなります。 

【藤井委員】 （補足資料２ページの）「環境へ与える影響」と「配慮事項の効果」の

表記が（◎～△の付け方が）逆転しています。その辺を理解した上でで

すけれども、まず（補足資料２ページの）案①と案②と案③（の表 2-1 

配慮事項）（1）のところです。生物への影響のところなのですけれど

も、案②の高架＋平面にした場合に影響が中（○）と書いてあるのです

けれども、実際にここには道路で平面的に分断するけれども「生物の行

き来は可能」と書いてあります。実際のところ、ロードキルとかを防ぐ

ために、おそらく侵入できないような柵が設けられると思いますし、不

法侵入できないようにもなるということで、おそらく動物が侵入するこ

とはできないような構造にするはずです。そう考えるとここが〇という

のは少しおかしいのではないかと思いました。もし何かしら、ここで進

めていくのであれば、アニマルパスのような、地下に動物を通すような

ルートとかそういうものを作っていく必要があると思います。 

最後の補足資料４の旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の農業振

興地区についてですけれども、回答の中で「市街化調整区域のままと

し、都市的土地利用を引き続き制限していきます」とあるのですけれど

も、実際のこのインターチェンジの進入路を作るというこの行為そのも

のは、その制限には当たらないということなのかについて教えていただ

ければと思います。以上、お願いします。 

【奥 会 長 】 ３点いただきました。最初の点は横浜市の方で、把握されています

か。事務局の方でお答えをお願いします。 

【事 務 局 】 事務局でございます。広域防災拠点が横浜市内に他にいくつあるかと

いうことと、（広域防災拠点と）広域応援活動拠点との違いということで

よろしかったでしょうか。 

【藤井委員】 違いというよりは、広域防災拠点がどれくらい必要性のあるものなの

か。要は、今まで横浜市としてものすごく不足していて、どこかに造ら

なければいけないとずっと検討していたけれども出来なかった上で、こ

ういう場所ができたから作りましょうという話なのか。実は他にもあっ

て十分足りているのだけれども、あそこでも利用できそうだから、そこ

も広域防災拠点にしてしまおうという考えなのか。その違いを教えてい

ただきたいです。 

【事 務 局 】 まず、横浜市内に広域防災拠点として位置付けられているところは、

現在までにございません。今回、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業

の計画区域の箇所で防災機能をどのように持たせるかという議論につき

ましては、広域応援活動拠点としての機能を持たせるということで今ま

でも御説明し、現在も機能としてはそのような前提で検討しているとこ

ろです。ただ、広域応援活動拠点ではあるのですけれども、立地条件と

して、例えば津波が来ない内陸であるということと、あとは東名高速道

路に非常に隣接しているということで、横浜市外の広域から応援部隊が

駆けつけたときに、横浜市内のその他の広域応援活動拠点に向かう前
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に、一旦集結する場所としてこの東名高速道路に近い（仮称）旧上瀬谷

通信施設公園整備事業の計画区域のあるところを用いていこうというこ

とから、他の広域応援活動拠点とは、求められている機能、前提となる

ものは変わらないのだけれども、その立地的なところから広域防災拠点

として位置付けるということになっているので、広域防災拠点として必

要だから整備するというよりも、広域応援活動拠点として整備する中

で、そのような活用の仕方として位置付けられるということを分かりや

すく説明していくために広域防災拠点という呼称を用いるようにしたと

聞いております。 

この広域防災拠点というのが、国の方でも使っている用語として広域

防災拠点というものがございますが、同じ名称ではあるのですけれど

も、それとは関連はなく横浜市独自として、広域応援活動拠点とは区別

して「広域防災拠点」という名称を使っていくということとしたと聞い

ております。 

【藤井委員】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 藤井委員、理解、大丈夫でしょうか、これで。今の説明で。 

【藤井委員】 すごく失礼な言い方ですが、なくてもいいということなのでしょう

か、極端な話。応援活動拠点が各地にあります、そこにアクセスするた

めの一つの拠点にするため、スムーズに応援活動拠点に移動できるよう

にするためのベースとするために、まずはそこに集まりましょうという

ことでしょうか。 

【事 務 局 】 まず、広域応援活動拠点として整備をしていくということについて

は、今まで検討が進められてきて、広域応援活動拠点として必要だから

整備はするのだけれども、東名高速道路に近いのでその名称を広域防災

拠点として、一時的に他の広域応援活動拠点に応援部隊が移動するとき

の一旦集まる場所というようなことで位置付けたいということで、検討

が進められているとのことです。 

【藤井委員】 広域防災拠点に位置付けを変えることが、イコール、高速道路からの

進入路を作らなければいけないという条件が加わるということですか。

要は、広域応援活動拠点として今まで整備していきますという話は理解

できるのです。それは今までもずっと他の議論の中でありましたし、理

解できるのですけれども、急にインターチェンジの進入路が入ってき

た。それがなぜかというと、そこを、広域応援活動拠点を広域防災拠点

に位置付けを変えるから、インターチェンジの進入路を作らなければい

けなくなったという理解で良いですか。 

【事 務 局 】 インターチェンジ整備の事業検討の経緯については事業者の方から答

えていただきたいと思います。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。 

【事 業 者 】 今の広域応援活動拠点、それから広域防災拠点のお話ですが、まず、

広域応援活動拠点として上瀬谷の公園・防災地区の検討が進められてき

たという中で、今までは市内 26 箇所の広域応援活動拠点というのがあっ

て、そこにそれぞれ応援の部隊が行くというようなオペレーションにな

っていたというところです。そこに行くまでにも、いろいろ他のところ

にちょっと集結をしたりというところがあって、なかなかスムーズに行

けないのではないかという議論があったと聞いています。 
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そういった中で、今回新たに上瀬谷（に整備される公園・防災地区）

が広域防災拠点ということで少し位置付けを変えるといいますか、東名

高速道路からやってくる応援部隊を、まずは上瀬谷のあの地区に一旦全

員集合していただくというところで、そこで１回集合することによっ

て、例えばスムーズにその他の 26 箇所の広域応援活動拠点に振り分ける

ことができると、そういった運用面でのオペレーション上、よりスムー

ズにするということが大きな目的だと聞いています。というのも、応援

部隊がスムーズに行けないというところになった場合には、例えば災害

時 72 時間でどんどん生存確率が下がるというようなことも言われており

ますけれども、そういった時間、一刻も早く応援活動に入らなければい

けないという状況の中で、いかにスムーズに応援部隊をしっかり捌いて

いくかというようなところを重視していると聞いています。スムーズに

応援部隊を集結させるため、そういったところも含めて、そこまでの東

名高速道路と上瀬谷（に整備される公園・防災地区）の広域防災拠点と

呼んでいるエリア、そこをスムーズに直結をするというような観点で今

回検討を進めているものでございます。 

【藤井委員】 広域防災拠点は国が定めた広域防災拠点ではなくて、横浜市独自の位

置付けと聞きましたが、例えば、広域防災拠点に位置付けたから、そこ

には直接アクセスするインターチェンジみたいなものを作らなければい

けないというような、そういう取決めはないわけですよね。 

【事 業 者 】 取決めそのものはないです。 

【藤井委員】 一時的な拠点として広域防災拠点にそのベースを作って、そこにスム

ーズに行けるようにするという意味であれば、横浜町田インターチェン

ジがあるので、十分そのベースとするための進入はできると思うので

す。 

【事 業 者 】 私どもとしては、横浜町田インターチェンジが確かに直近にあります

けれども、そこからさらに一般道路を使ってこなければいけないという

わけで、一般道路含めて道路啓開の問題もあるだろうと思っています。

そういった中で、しっかり高速道路規格としてのインターチェンジを直

結するような形で作るということは非常に意味がありますし、よりスム

ーズにいけるものと考えています。 

【藤井委員】 分かったようで分からないですけど、この話は理解しました。あとは

他の委員の方にお任せいたします。 

【奥 会 長 】 それでは、他の点お願いします。 

【事 業 者 】 ２点目の御質問でございます。補足資料２の３案比較の部分の（表 2-1 

配慮事項）(1)の部分、案②のところについて〇とはなっているけれど

も、実際は進入禁止、立入り禁止みたいな柵ができるので動物が入れな

いのではないかというような御指摘かと思います。おっしゃるとおり、

おそらく侵入、立入り禁止みたいなものはできるかなというところでご

ざいます。そういう意味では、物理的に少し地表面を掘り込むよりは、

そのまま掘り込まずに地平になるというようなところですとか、あと地

区ですね。少し分かりにくくて恐縮ですが、平面から高架になっていく

というところもございます。そういったところで地表面というものを、

動物が行き来できる可能性が高いのではないかという意味で、そういっ

た差を少し付けさせていただいたという意味で、案①よりは案②の方を
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〇にさせていただいたようなところはございます。ただ、実際は委員の

おっしゃるとおり、アニマルパスみたいなものを本当は作らなければい

けないとか、そういったところの観点はあるかと存じます。 

それから、３点目の御質問の市街化調整区域の場合は、道路を造る場

合は土地利用の制限に当たらないかどうかというところでございます

が、道路を造る場合については、土地利用の制限には基本的には当たら

ないというのが回答でございます。以上でございます。 

【藤井委員】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 よろしいでしょうか。それでは藤倉委員、その後に酒井委員の順番で

お願いします。 

【藤倉委員】 資料をいろいろ御準備いただいてありがとうございました。補足資料

２の影響比較を御準備いただいたことは大変ありがたいと思うのです

が、建設発生土のおよその排出量をお示しいただけないかということを

前回お願いして、回答が現時点での定性的な比較としておりますとある

のですが、この現時点というのは、この計画段階配慮書の審議をしてい

る過程でいずれ出てくるのか、計画段階配慮書の段階ではもう出ないと

いう意味なのか、そこを確認したいのでお願いします。 

【奥 会 長 】 お願いいたします。 

【事 業 者 】 お答えいたします。お示しさせていただいたように、今回は定性的な

回答とさせていただいています。概算だとしても数量を出していくため

には、ある程度の設計的なものはしっかりやっていかなければならない

というところでございますが、今はまだその段階にはないというところ

で、計画段階配慮書の段階では今回定性的な回答というところで、数量

の方は今の段階では難しいという回答でございます。 

【藤倉委員】 確認しているのは、今回とか今の段階というのはどの段階ですか、と

いうことを確認しているのですけど。 

【事 業 者 】 計画段階配慮書の段階では、概算的な数量はお示しが難しいというと

ころです。 

【藤倉委員】 そうですか。とりあえず分かりました。結構です。 

【奥 会 長 】 では、酒井委員お願いします。 

【酒井委員】 よろしくお願いします。まず確認したいことがあるのですが、計画段

階配慮書の 2-5ページのところに（図 2-3）地形分類図及び保全すべき地

形というページがあります。そこで見たいのは地形そのもののことでは

なくて、ここに切土、盛土という色分けがなされていて、これは旧上瀬

谷通信施設地区土地区画整理事業の方で行う内容を反映したものかと思

うのですが。資料の場所はいいですか。 

【奥 会 長 】 2-5ページですね。 

【酒井委員】 図 2-3、計画段階配慮書そのものです。これを見ると（凡例の）赤が盛

土、青が切土となっていて、これは旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理

事業で行う予定の結果を反映したものかと思うのですが、この図という

のが、旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の環境影響評価書に出て

いる切土、盛土の予測図と違う。どういうことなのかをどこに質問した

らよいのか。皆さんのお手元にいきなり旧上瀬谷通信施設地区土地区画

整理事業の方の環境影響評価書があるとは限らないですけれども違うの

です。旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の方の環境影響評価書の
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２分冊の１の 2-19 ページ、図 2.3-11 切土・盛土の状況というページが

あって、そこと図が違うのです。 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の方でも事業を進める、熟度

が上がるに従って、評価書というのは最終版のはずだけどそれ以降まだ

変わっているということなのかもしれないのですが、今回の事業という

のは旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業で行われた事業を踏まえた

ものになるはずなので、そこの事実関係の確認とか、把握というのを事

業者、事務局でも把握して、そこで何か旧上瀬谷通信施設地区土地区画

整理事業の環境影響評価書以降の変更点とかあれば、それを説明した上

で今回の事業について説明してほしい。 

【事 務 局 】 事務局でございます。今の件、よろしいでしょうか。 

【奥 会 長 】 どうぞ。 

【事 務 局 】 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業環境影響評価書に記載の盛

土、切土の図と、本事業の計画段階配慮書の記載が異なるのではないか

ということかと思うのですが、評価書の時点から造成の計画については

見直しがされておりまして、既に旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事

業の事後調査計画書（工事中その２）、こちらが令和６年２月に提出され

ているものなのですが、こちらの中で造成計画を見直したということで

報告がされており、その内容と一致していると考えております。以上で

ございます。 

【酒井委員】 それは失礼しました。私たちも報告を受けているという意味ですね。 

【事 務 局 】 （旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事後調査計画書（工事中

その２）が）提出された際には、提出された旨と掲載されているホーム

ページの御案内について、お知らせさせていただいているものになりま

す。 

【酒井委員】 そうなのですか、それはフォローしなかったこちらの落ち度という話

になるということ。 

【事 務 局 】 御案内が足りなくて大変恐縮です。 

【酒井委員】 事情は分かりました。でも、そういう説明を少し挟んでいただくと混

乱がないと思いました。これは事務局へのお願いということになります

かね。 

【事 務 局 】 お知らせする際には、大きく変わるようなところとかがございました

ら、今後はきちんと委員の皆様に情報提供するよう進めてまいります。 

【酒井委員】 元の事業そのものだけではなくて、こうして新たな事業として上乗せ

されるようなときにベースラインが変わっているということを改めて簡

単に御紹介いただけると良いと思いました。ありがとうございます。 

それともう一つ違う話なのですけれども、大門川が暗渠化されるので

すが、（計画区域内の）地下を大門川が通るみたいな話になっているかと

思うのですけれども、少なくともこの概念図のところに大門川が出てこ

ないです。大門川との関係というのはどうなっているのかがよく分から

ないのですけれども、それは環境影響評価をする上で、その配慮を考え

なくて良いことなのでしょうか。 

【事 業 者 】  計画段階配慮書の 1-7 ページの方をおそらく御覧いただいているかと

思います。ここについては、大門川については記載をしていません。 

（計画段階配慮書）3-1～2 ページを御覧いただければと思います。そ



8 

 

ちらには、大門川切り回し後の暗渠の位置関係についてもお示しをさせ

ていただいていますので、こちらで御確認をしていただければと思いま

す。1-7ページで書いていなくて大変失礼をいたしました。 

【酒井委員】 もう一つ、案の選択にあたっては東名高速道路からの出口の形状がど

うなるかというところに強く影響されて、現地でお話を伺ったときに東

名高速道路の出口というのはもちろん東名高速道路の、ＮＥＸＣＯです

か、そちらの事業者との協議になって、つまりこの案①から③の選択の

自由度というのはどれだけこちら（横浜市側）にあるのかということを

お伺いしたいです。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。 

【事 業 者 】 東名高速道路と接続する箇所については、今御指摘いただいたとおり

東名高速道路の管理者であるＮＥＸＣＯ中日本ですとか、あるいは物理

的に工事がどこまでできるのか、経済性はどうなのか、といったような

観点も含めて今検討しているところです。管理者であるＮＥＸＣＯ中日

本とは、いずれにしましても協議をしている中で、どちらもあまり指定

をされているようなものでもございませんので、そういう意味では今、

自由度という表現を使っていいかはありますが、どちらも可能性がある

とは考えております。 

【酒井委員】 案①から③を選択できるということになると、もちろん経済性も大切

なのですが、同時に環境影響の観点からの案の評価を○×△でまとめて

いただいた情報というのはすごく大きな情報になると想像するのです。

ただ、○×△だとこれは一般論としては、それはそうでしょうみたいな

感じかなと思うのです。例えば、私は生物生態学者なので生物多様性の

ことを言うと、もちろんそれは完全に道路が地下を通っていて指標に影

響しないというのはもちろんベストだというのは一般論としてはそうな

のですが、ただそこの守るべきその自然の重要性が多大なコストをかけ

て見合うものなのかどうかというところを、やっぱり丁寧に見ておかな

ければならないのかなと思いました。だからどうとはすぐに言えません

が、議論というかその論点の観点として少し整理したいとも思って発言

しました。よろしくお願いします。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。最初に御指摘いただいた点については、この

事業そのものではなくても、その前提となる関連する事業のその後の進

捗であるとか、それからその内容変更があった場合には、「この事後調査

報告書が提出されました。ＵＲＬはここです。」という情報提供にとどま

らず、内容的な部分についても概略を御説明いただくように、是非今後

は、事務局の方、御手数おかけしますけれども、よろしくお願いしたい

と思います。 

はい、ありがとうございました。では田中修三委員、その後に横田委

員でお願いします。 

【田中修三委員】 私の方からよろしいですか。 

【奥 会 長 】 はい、どうぞ。 

【田中修三委員】 土壌汚染についてお話したいと思います。まず前回の私の意見３点に

つきまして、今日御説明いただきました。これについては了解しました

ので、よろしくお願いいたします。 

これに関連して１点だけ注意してほしいことが、計画段階配慮書の 2-
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120 ページを開けていただけますか。私の質問がこの表 2-49 は国有地の

結果で、その下に旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業実施区域内に

おける調査においては、20 区画とか２区画とか書いてあるのですが、こ

れとどういう関係なのかと思って混乱してしまったのですが、その理由

は今日の説明で分かりました。従って、ここを「土地区画整理事業実施

区域内の民有地、公有地における調査においては」と書いていただけれ

ば全く混乱しなかったのですけれども、方法書以降同じような文言が出

てくる可能性もありますので、その辺は正確に書いていただければと思

います。以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。では今の点、今後の図書の中で留意をしてい

ただければと思います。 

では、横田委員お願いします。 

【横田委員】 ありがとうございます。広域防災拠点の件と補足資料２の件で２つお

伺いしたいと思います。 

広域防災拠点なのですけれども、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事

業のアセスで、公園の範囲が北側に拡大した変更があったと思うのです

けれども、あの変更とこの事業との関係というのがお伺いしたい点で

す。今回、広域防災拠点に位置付けることで、新たに北側に拡大したエ

リアの、例えば用途が変更になるであるとか、あるいは、訓練などで使

用する地域が必要になって、土地の性状ですとか形質が変わるというよ

うなことが今回生じるのかどうか。それから、区画内道路の上川井瀬谷

１号線がかなり交通のアクセスルートになるので、その幅員、変更は不

要というお話がありましたけれども、例えば賑わい施設ができたとき

に、合わせて何かその道路の拡張みたいなことが考えられるのか、そう

いったところの事業の実質的な質の変化というのが見込まれるものなの

かどうかということを一つお伺いしたいと思います。 

２点目は今回お示しいただいた補足資料２の影響比較の中で、配慮事

項(6)（補足資料３ページ）と配慮事項(11)（補足資料４ページ）ですけ

れども、配慮事項(6)に関しては法面とか緩衝帯の話ですけれども、横断

的な構造がはっきりしないと、掘割（案①）が○であるということがは

っきり言えないのではないかと思います。法面が生じるのか、そこに緑

化ができるのか、あるいは、掘割沿いに緩衝帯ができるのか、そういう

ようなところがクリアではない状態で、それが○であるということがな

かなか言いづらいのではないかと思いました。あと配慮事項(11)の地域

分断に関しても、やはり基本的に、先ほどボックスカルバートという話

がありましたけれども、掘割にすることの方が平面構造よりはやはり分

断的な要素が強いのかな思います。こういったところで、（案①と案②

が）○、○で平面と掘割の差が付かないというところに疑問を感じまし

たのでお伺いしたいと思いました。以上、２点お願いします。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。 

１点目は（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業の計画内容に変更が

あるかどうかということです。そちらについてはいかがですか、事務局

の方でしょうか、お答えいただくのは。 

【事 務 局 】 広域防災拠点と公園、あと道路の検討状況の変更が生じるのかどうか

という御質問でございますけれども、私どもの方で確認した内容としま

しては、広域防災拠点として改めて位置付けていくということに伴っ
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て、これまで環境影響評価の手続きが行われた公園の内容については、

大きな変更はないと聞いております。 

具体的にはその（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業の評価書を踏

まえて現在検討中ということですので、詳細については設計中というこ

となので、評価書の内容からの変更はあるかとは思いますが、先ほど申

しましたとおり、横浜市環境影響評価条例の修正届が提出されて再アセ

スの手続きが行われるような修正というものはないと聞いています。ま

た、道路についても同様に、こちらは都市計画の方で定めているところ

ですけれども、大きな変更があるということは現時点では聞いておりま

せん。広域防災拠点との関係性については以上でございます。 

【奥 会 長 】 はい、横田委員。 

【横田委員】 行政的に判断してないというようなことですけれども、要は用途がは

っきりしないというところに曖昧さを感じていて、どれぐらいの交通の

負荷が災害時にかかるのかとか、そういった具体的な用途のあり方をど

こかできちんと示された方がいいと思いました。以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。また（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業

の方も、もう少し詳細が明らかになってきましたら、またそれが報告で

きるような段階になりましたら、情報提供を事務局の方からお願いした

いと思います。 

では２点目、お願いいたします。これは事業者の方ですね。 

【事 業 者 】 お答えいたします。３案比較の中のまず配慮事項(6)についてですが、

私どもといたしましては、高架＋掘割あるいは平面につきましても、例

えば掘割であれば法面あるいは擁壁となるかと思いますが、そういった

構造であっても、あるいは緩衝帯というものができるようなことであっ

ても、そこに緑化を図っていけるというような観点で両案○とさせてい

ただいたというところでございます。ですので、案①と案②で緑地の量

が違うのではないかとかそういったところの観点ではなくて、例えば法

面ができたとしたらそこに緑化を図っていきたいというような意図でご

ざいます。 

それから配慮事項(11)ですが、これは構造的な観点プラスそこに道路

が走っているというような観点から、これは両案同じ、同程度というよ

うな比較とさせていただいたところです。以上でございます。 

【奥 会 長 】 はい、お答えいかがでしょう。 

【横田委員】 あまり理解ができなかったのですけれども。道路の幅員が同じであっ

て堀り込み（掘割）か平面かというと、法面をもし設けるとしたら法面

の分の土地が必要になると思うのです。ですので、まず事業の幅が必要

になってきてしまうのではないかと思います。法面ができるのかどうか

ということが分からないとこの影響が評価できないのではないか。です

ので、法面はできるのですかというようなことをはっきりとお伺いした

かったということです。 

それから掘割で分断の影響は変わらないという根拠も不明瞭に感じま

した。横断しなければいけなくなるであるとか、それは農業従事者の方

にも同様かと思いますけれども、やはり環境はかなり変わるのではない

かと思います。 

事業の具体的な内容がないままにこの（案①と案②を）○、○とする
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ことに違和感があります。きちんと差をつけることが目的なのではない

かと思うので、やはり配慮事項(6)と配慮事項(11)は（案①と案②は）

△、○が妥当ではないかと私は思います。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。事業者の方、現時点でなかなか具体的な計画

内容が定まっていない中で、定性的な判断をせざるを得ないと。それも

一般論での判断になってしまっているということはある意味やむを得な

いにしても、計画段階配慮書ではこれで致し方ないにしても、この複数

の検討をこの段階だけで終わらせるのではなく、もう少し計画が具体化

していく中において、より定量的に評価できるような状況になったとき

に改めて、この複数案の検討結果がどうだったかというところを、今後

お示しいただけるように、是非そこは御検討いただきたいと思っており

ます。委員の皆様ももう少ししっかりと定量的なところを含めて見せて

いただかないと、この３案検討の妥当性、その中でこれを選択しますと

いうところの根拠、妥当性が判断できないということになるかと思いま

すので、ここは引き続き精緻化を図るように努めていっていただきたい

ということをお願いいたします。 

他はいかがでしょうか。他の委員の方よろしいですか。稲垣委員、ど

うぞ。 

【稲垣委員】 広域防災拠点についてのコメントと質問です。前回質問させていただ

いた内容について、先ほどの御説明で、内閣府防災の考え方とは異なる

市独自の施設名称と理解したのですが、分かりにくいという率直な感想

もありつつ、ただこの内容はここでの議論の対象ではないと思うので、

この点については質問を控えます。一方で、市独自の施設名称であるな

ら、誤解を招かないためにも、今後の環境影響評価の図書ですとか、資

料の中にこの既存の広域応援活動拠点に新たな機能を今回ここでは加え

ているのだということを少し丁寧に記していただけるとありがたいと思

いました。 

もう１点、こちらは質問なのですが、高速道路は災害後のことを考え

ると安全点検がなされるまで通行止めされる可能性が高いということも

ありまして、発災直後に使えるのかということが心配です。インターチ

ェンジ以外からこの公園・防災地区へのアクセスを考える必要もあるの

ではないかと思っていまして、あくまでインターチェンジからのアクセ

スのみを今後も考えていかれる予定なのか。どの程度の大きさの車両が

この開発エリア内を走行するのかということが道路幅員のことであった

り、環境影響評価するときに必要な与条件になると思いまして質問で

す。よろしくお願いします。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。今の御指摘に対してのお答えいかがでしょう

か。事業者からお答えされますか。 

【事 業 者 】 はい、お答えいたします。高速道路は安全が確認できるまで通行止め

になるのではないかといった御指摘だったと思います。私どもの方で

も、そのあたりをいろいろ確認いたしまして、特に東名高速道路につい

ては、いち早く道路啓開をされて、一般車両は当然通行止めになるにし

ても、そういった災害（時）を応援するような車両については、いち早

く通行可能にするというような計画であるとお伺いをしていることか

ら、高速道路との直結というところが重要なのではないかと考えている

ところです。 
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一方で、一般道路のアクセスというところも重要です。そこで、今回

新たに市としての、市というか県ですね。県としての第一次緊急輸送路

というようなところ、あるいは第二次緊急輸送路というような緊急輸送

路との関係についても、今回この広域防災拠点の位置付けと合わせてし

っかり検討していくというところでございます。 

【奥 会 長 】 稲垣委員、どうぞ。 

【稲垣委員】 はい、承知しました。ありがとうございます。必ずしもインターチェ

ンジ（とのアクセス）だけに限定する訳ではなさそうだと理解したの

で、またいろいろ決まり次第教えていただけたらと思いました。 

あと、もう一点なのですが、発災直後の救援も非常に重要なのです

が、都市のオープンスペースは非常に災害時に重要で、応急対応期だけ

ではなくて復旧工事の資材や車両の置場に使うとか、場合によっては災

害廃棄物の一時受入れ場所にする可能性もゼロではないと想像します。

この復旧期の拠点としてのポテンシャルは、今回想定されていないの

か。あくまで 72 時間の救助・救援のための拠点だったり、避難所に物資

を配るための拠点、１～２か月あたりかと想像するのですが、その辺り

までを想定していらっしゃるのかも補足で教えてください。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。 

【事 業 者 】 お答えいたします。現在議論をされているところは、これまでも御説

明をさせていただきましたように、基本的には災害が起こった直後、救

援部隊ですとかあるいは緊急物資、そういったところについて議論がさ

れていると承知をしています。そういった中で、災害のタイムラインに

合わせたポテンシャルは当然あるかとは思います。タイムラインに合わ

せてどのように活用ができるのかということは、おそらく今後の議論な

のではないかと考えております。以上でございます。 

【奥 会 長 】 稲垣委員、よろしいでしょうか。 

【稲垣委員】 はい、承知しました。おそらく、どういう使われ方をするのかを防災

の部署の方でも御検討されるようにも思うので、新しい情報が得られ次

第反映するということで、情報収集、共有などもよろしくお願いできれ

ばと思います。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。 

他の委員の方はいかがですか。はい、藤井委員どうぞ。 

【藤井委員】 先ほどの横田委員の御質問のところでお願いしたいことを思いついた

のですが、いただいた補足資料の（３ページ 配慮事項）(6)の緩衝帯、

法面、区域内の話なのですけれども、先ほどのお話を聞いていると、確

実に構造的に法面をそこに設置するかどうかもまだ定かではないという

ようなことを理解したのですけれども、法面を設置するということは、

その分道路の工事幅が広がるという理解になりますか。例えば、三面護

岸のようにストンと落としてしまうと、工事区域の幅が狭くなるけれ

ど、緩衝帯として法面をそこに用意しようとすると、より工事幅が広く

なるという理解でよろしいですか。 

【奥 会 長 】 はい、どうでしょうか。 

【事 業 者 】 お答えいたします。すみません、先ほどの横田委員の御質問の中でお

答えすべきだったと思いますけれども、今の案①については、どちらか

というと法面というよりは、直壁を基本に想定をしているところです。
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そういった中で、確かに横田委員、それから今、藤井委員がおっしゃる

ように法面構造にしてしまうと、その分、道路区域が広がってしまうと

いうところはございます。一方で先ほどお答えしたのは、ただそういっ

た法面構造になったとしてもそこで緑化をするのは可能であると、そう

いった意味でお答えさせていただいたものです。まとめますと、法面に

した場合については確かに道路区域あるいは工事幅というのは、直壁に

比べて広がるというのは事実です。 

【藤井委員】 ありがとうございます。もし、今後なのですけれども、その両方を検

討していく、もう完全に直立で進めるということが決まっているのであ

れば、これ以上の議論はないのですけれど、もしその中にまだ法面を加

えるようなことも考えていくのであれば、どちらがより影響が少ない

か、工事幅を広げることで法面を作ることの方が、影響がないのか。工

事幅を減らして直立、壁のようにしてしまう方が、影響が少ないのかと

いう議論も是非していただければと思いました。よろしくお願いしま

す。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。今の点も含めて、もう少しこの表（補足資料

２～５ページ、表 2-1）につきましては、精緻化を図っていただくという

ことで重ねてお願いいたします。 

では、他によろしいでしょうか。ありがとうございます。では、他に

ないようでしたら、事業者の方との質疑応答は以上とさせていただきま

す。事業者の皆様、どうもありがとうございました。御退出をお願いい

たします。 

 

エ 審議 

【奥 会 長 】 それでは、審議に入ります。 

こちらは配慮書の段階ですので、諮問答申という形ではなく、審査会

の意見を聴くということになっております。審査会の意見を聴いた上

で、配慮市長意見書を作成するということになります。これまで多々、

御指摘、御質問ございましたけれども、追加でございますでしょうか。

大丈夫でしょうか。 

事務局にも確認しますけれども、今後、事業者の方から補足説明が必

要な内容というのは現段階ではないということでよろしいですか。 

【事 務 局 】 はい、そのように考えております。 

【奥 会 長 】 委員の皆様もそれでよろしいでしょうか。なかなか今の時点で出てく

る情報というのは、今日までにいただいた情報に限られるのかなという

ことでございます。 

では、他に御意見等ないようでしたら、本件に関する審議はこれで終

了ということにさせていただきます。 

事務局におかれましては、本日の審議を踏まえて、次回以降の審査会

で配慮市長意見書の案を示してくださるようにお願いいたします。委員

の皆様にはそちらの案を次回以降で御審議いただくということになりま

すので、よろしくお願いいたします。本日の審議内容については後日会

議録案で御確認いただきますようお願いいたします。 

以上を持ちまして本日予定されていた議事は終了いたしましたので、

事務局にお返しいたします。 
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【事 務 局 】 本日の審議につきましては終了いたしました。傍聴の方は御退出をお

願いいたします。 

（傍聴者退出） 
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